
要 請 書 

地方議会議員の立候補環境の整備について 

－多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けて－ 

令和６年 12 月 

三 重 県 議 会 



地方議会は、地域住民の多様な声を把握し、幅広い視点で地域のあり方や課

題を議論し、地方公共団体の重要な意思を決定する、住民自治の根幹をなす存

在です。 

しかしながら、地方議会の議員構成においては、住民の構成と比較して女性

や 60 歳未満の者、勤労者の割合が低い等、多様性を欠く状態が続いており、

このような状況が住民の議会への関心を低下させているとの指摘もなされてい

ます。 

第 33 次地方制度調査会は、令和４年 12 月 28 日、内閣総理大臣に対して、

勤労者が議員に立候補しやすい環境を整備する観点から、各企業の就業規則に

おいて、立候補に伴う休暇制度を設けることや、議員との副業・兼業を可能と

すること等について、各企業に要請していくことを検討すべきとする、「多様

な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答

申」を提出いたしました。 

この答申を踏まえ、総務省及び三議長会（全国都道府県議会議長会、全国市

議会議長会、全国町村議会議長会）は、令和５年１月 26 日に日本経済団体連

合会、全国中小企業団体中央会及び日本商工会議所、同年３月１日には全国商

工会連合会に対し、地方議会議員の立候補環境の整備に係る要請活動を行いま

した。これを受け、各団体におかれましては、傘下団体・企業に対する周知や

検討依頼を行っていただいたところです。 

このような中、県内に目を転じますと、一部の企業では、在籍したままでの

立候補や議員との副業・兼業の環境が整備されているものの、未だ広がりを欠

いている状況にあるのではないかと考えています。 

つきましては、貴団体におかれましては、女性や若者など多様な人材の地方

議会への参画が持続可能で個性豊かな地域社会を形成していく上で極めて重要

であることや、地方議会議員の立候補環境の整備は傘下団体・企業にとっても

優秀な人材の確保・育成及び従業員のモチベーション向上といった効果を有す

るものであることをご理解いただき、傘下団体・企業に対して、次の事項に取

り組んでいただけるよう周知等のご協力をお願い申し上げます。 

 

企業の就業規則における、 

１ 立候補に伴う休暇制度の新設 

   ２ 議員との副業・兼業の容認 

 

令和６年 12 月 19 日 

 

三重県議会議長 稲 垣 昭 義    

  




